
（単位：千円）

課

事 業 名

令和５年度 令和５年度 令和６年度
左 の 財 源 内 訳

名

等 当初予算額 最終予算額 当初予算額 国庫支出金 特定財源 一般財源

農業協同組合

（諸） 16等 検 査 指 導 5,896 6,059 6,030 6,014

事 業

01 農業協同組合等検査指導事業 5,672［(一)5,656 (諸)16］

１ 事業目的

協

同

組

合

農業協同組合法に基づき、農業協同組合の業務、会計、財務の状況を検査するとともに、適正な

運営への指導を行い、農業協同組合の健全な発展を促進する。

指 ２ 事業内容

導 農業協同組合の常例検査、事後指導、一斉調査、許認可等

課

・

検 ３ 実施主体

査

・

指

導

担

当

県

02 森林組合検査事業 358［(一)358］

１ 事業目的

森林組合法に基づき、森林組合の業務、会計、財務の状況を検査することにより、森林組合の

健全な発展を促進する。

２ 事業内容

森林組合の常例検査

３ 実施主体

県



（単位：千円）

課 令和５年度 令和５年度 令和６年度
左 の 財 源 内 訳

名 事 業 名

等 当初予算額 最終予算額 当初予算額 国庫支出金 特定財源 一般財源

農業共済団体

対 策 事 業
（諸） 193,915 4,123 4,493 4,474

１ 事業目的

農業保険法に基づく農業共済事業等を円滑に推進するため、農業共済組合に対する指導、監督及

び調査を行う。

２ 事業内容

農業共済組合の常例検査、指導、許認可等

※農業共済事業等とは、

風水害などの自然災害等から農家の経営を守るため､国の農業災害対策として実施している公的な

農業共済事業等。

高知県では､農業共済事業について農作物共済（水稲）､家畜共済（牛､馬､豚）､果樹共済（うんし

ゅうみかん､ぽんかん､ゆず） 、畑作物共済（茶）、園芸施設共済（特定園芸施設､附帯施設、施設

内農作物）及び、任意共済（建物､農機具）を実施しているほか、農業経営収入保険事業について全

国連合会から農業共済組合が引受け業務の委託を受けて実施している。

協

同

組

合

指

導

課

・

指

導

担

当



（単位：千円）

課

名

等

令和５年度 令和５年度 令和６年度
左 の 財 源 内 訳

事 業 名

当初予算額 最終予算額 当初予算額 国庫支出金 特定財源 一般財源

協

同

組

合

指

導

課

・

金

融

担

当

農業近代化資

金等融資事業
82,254 75,402 81,758 （諸） 1 81,757

01 農業近代化資金等融資事業 79,874［(一)79,873 (諸)1］

Ⅰ 農業近代化資金

１ 事業目的

経営意欲及び能力がある農業を営む者等に対し、効率的かつ安定的な農業経営を展開するために

必要な資金等の融通を図る。

２ 事業内容

利子補給金 76,049［（一）76,049］

区 分 融資枠

融資機関

受取金利

（％）

利子補給率

（％）

貸付金利

（％）

利子補

給期間

(年以内)

融資限度額

認 定

農 業 者

以 外 の

担 い 手

(事業費の80％)

個 人 2.25 1.25 1.00 15 個人1,800万円

法人等 2億円

共 同
2.25 1.25 1.00

15

(事業費の80％)

団体15億円

1.40 0.40 1.00
信連、中金、銀行

小土地

2.25 1.25 1.00
15

30億円 1,800万円以内の

1.40 0.40 1.00
事業費でこの80％

認 定

農 業 者

個 人 2.25
1.40～

1.65

0.60～

0.85
15

(事業費の１００％)

個人1,800万円

法人等 2億円

小土地 2.25
1.40～

1.65

0.60～

0.85
15

1,800万円以内の

事 業 費 で こ の

100％

（金利は令和６年１月18日現在）

※ 認定農業者向けの資金の利子補給率及び貸付金利は、国の公募団体からの利子助成を含む。

根拠法令等 高知県農業近代化資金利子補給規則

創設年度 昭和36年度



（単位：千円）

協

同

組

合

指

導

課

・

金

融

担

当

Ⅱ 中山間地域活性化資金

１ 事業目的

中山間地域の農林水産物の加工増進、流通の合理化、その他農林漁業資源の総合的な利用の促進

並びに地域農林漁業の担い手の生活環境の整備に必要な資金を円滑に供給し、中山間地域の農

林漁業の振興を図る。

２ 事業内容

利子補給金 109［（一）109］

融資枠

融資機関 利 子 貸 付 利子補給 融 資

限度額

資 金 名 受取金利 補給率 金 利 期 間

（％） （％） （％）（年以内）

2.25 0.65～1.35 0.90～

加 工 流 通 施 設 整 備 資 金 (1.40) (0.00)～

(0.50)
1.60 15

事業費

2.25 0.90～1.60 0.65～

保健機能増進施設整備資金 １億円 (1.40) (0.05)～

(0.75)
1.35 15 の80％

生 活 環 境 施 設 整 備 資 金

2.25

(1.40)

1.25

(0.40) 1.00 25

※括弧内は信用農業協同組合連合会等が融資機関の場合 （金利は令和６年１月18日現在）

根拠法令等 高知県中山間地域活性化資金利子補給規則

創設年度 平成２年度

Ⅲ 農業経営負担軽減支援資金

１ 事業目的

農業経営に係る既往債務の負担を軽減し、農業経営の改善を積極的に推進する。

２ 事業内容

利子補給金 2,325［（一）2,324 （諸）1］

（金利は令和６年１月18日現在）

根拠法令等 高知県農業経営負担軽減支援資金利子補給規則

創設年度 平成13年度

資 金 名 融資枠

融資機関

受取金利

（％）

利 子

補給率

（％）

貸 付

金 利

（％）

利子補給

期 間

（年以内）

融 資

限度額

農業経営負担軽減支援資金 １億5,000万円 2.25 1.25 1.00 15
借入

計画額



（単位：千円）
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金

融

担

当

03 農林業災害対策資金融資事業 168［（一）168］

農林業災害対策資金（農業関係）

１ 事業目的

局地的暴風雨等の災害により著しい被害を受けた農林業者等の早期の復旧と再生産及び経営の安定を図る。

２ 事業内容

利子補給補助金 168［（一）168］

（基準金利は令和６年１月18日現在）

根拠法令等 高知県農林業災害対策資金利子補給補助金交付要綱

創設年度 平成11年度

資 金 名

融 資 枠

基準金利

（％）

利子補給率

（％）

貸付金利

（％）

利子補給

期 間

（年以内）
融資限度額

農林業災害対策資金

１億円

0.60～2.25 0.60～2.25 0 5
原資金による



（単位：千円）

協
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06 経営体育成総合融資事業 1,701［（一）1,701 ］

農業経営改善促進資金（スーパーＳ資金）

１ 事業目的

農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画（酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の経営改

善計画又は果樹農業振興特別措置法の果樹園経営計画を含む。）の認定を受けている農業者（認定

農業者）に対して、その計画の達成に必要な短期運転資金を供給する。

２ 事業内容

利子補給補助金 181［（一）181］

高知県農業信用基金協会に造成される高知県低利預託基金に対し、高知県農業信用基金協会が

融資機関から借り入れた預託金について、県が利子助成を行い、融資機関が協調融資方式により

運転資金を農業者に貸し付ける。

資 金 名 融 資 枠
貸 付 金 利

（％）

３億6,000万円 1.50（変動金利制）
農 業 経 営 改 善

促 進 資 金

融 資 対 象 者 認定農業者

融資対 象事業
農業経営基盤強化促進法等による経営改善計画の達成に必要な短期運転資金

（負債整理以外の運転資金全般）

融 資 限 度 額 個人500万円 法人2,000万円 （畜産・施設園芸は４倍）

貸 付 方 式 極度貸付（当座貸越・手形貸付）、証書貸付

（金利は令和６年１月18日現在）

根拠法令等 高知県農業経営改善促進資金要綱

創設年度 平成６年度



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和５年度

当初予算額

令和５年度

最終予算額

令和６年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

協

同

組

合

指

導

課

・

金

融

担

当

高 知 県 農 業

信用基金協会

特 別 準 備 金

出 え ん 金

8,179 5,000 5,765 5,765

高知県農業信用基金協会特別準備金出えん金

１ 事業目的

債務保証業務を行う農業信用基金協会の保証基盤強化のため、基金の造成を行う。

２ 事業内容

無担保・無保証人による債務保証業務を行う農業信用基金協会の財務基盤の強化を図るため、

特別準備金の積立を行う。

出えん金 5,765［（一）5,765 ］

出えん先 高知県農業信用基金協会

３ 根拠法令等

農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令

４ 創設年度

平成14年度



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和５年度

当初予算額

令和５年度

最終予算額

令和６年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

協

同

組

合

指

導

課

・

指

導

担

当

農 林 水 産 業

共同利用施設

災害復旧事業

1,150 1,150 1,150 1,150

１ 事業目的

台風等による農林水産業共同利用施設の被害に対し、災害復旧に要する費用について、国が補助し経営

の安定に寄与する。

２ 事業内容

農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金 1,150［(国)1,150］

農業に関する共同利用施設について、台風災害等により被害を受けた場合、その原形復旧につい

て支援を図る。

３ 根拠法令

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（第３条）

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法津（第６条）

４ 事業主体及び補助率

事業主体：地方公共団体、農協及び農事組合法人

補 助 率：２／10から９／10



（単位：千円）

課
名
等

事 業 名
令和５年度

当初予算額

令和５年度

最終予算額

令和６年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

協

同

組

合

指

導

課

・

金

融

担

当

償 還 金

（農業改良資金

助 成 事 業 ）

1,774 1,774 1,440 （越） 1,440

１ 事業目的

農業経営の改善を図るため、新たな農業部門や加工事業の経営の開始、農畜産物又はその加工品の新

たな生産方式若しくは販売方式の導入を行う農業者等に対して行った、無利子貸付金の償還等の管理

を行う。

２ 事業内容

農業改良資金助成法の一部改正により、県の貸付事業が終了したことから、貸付原資である政府補

助金のうち令和６年度期限分を返納する。

３ 根拠法令等

農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律第１条

の規定による改正前の農業改良資金助成法

４ 創設年度

昭和31年

細 目

事 業 名

令和５年度

当初予算額

令和５年度

最終予算額

令和６年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

一般会計繰出金

（農業改良資金

助 成 事 業 ）

887 887 721 （越） 721

１ 事業目的

農業経営の改善を図るため、新たな農業部門や加工事業の経営の開始、農畜産物又はその加工品の新

たな生産方式若しくは販売方式の導入を行う農業者等に対して行った、無利子貸付金の償還等の管理を

行う。

２ 事業内容

農業改良資金助成法の一部改正により、県の貸付事業が終了したことから、貸付原資である政府補

助金のうち令和６年度期限分を返納し、これに対応する県費分（財源の約１／３）を一般会計に繰出す。

３ 根拠法令等

農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律第１条

の規定による改正前の農業改良資金助成法

４ 創設年度

昭和31年



（単位：千円）

課
名
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事 業 名
令和５年度

当初予算額

令和５年度

最終予算額

令和６年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源
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課
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当

償 還 金

（就農支援資金

助 成 事 業 ）

23,888 23,888 18,610
(越) 11,922

(諸) 6,688

１ 事業目的

新規就農者を確保するため、農業経営を開始する際の機械購入、施設の設置等を行う認定就農者

に対して行った、無利子貸付金の償還等の管理を行う。

２ 事業内容

就農支援資金の貸付事業に必要な資金として国から貸付けを受けた政府貸付金の償還を行う。

３ 根拠法令等

農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律第４条

の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法

４ 創設年度

平成７年

細 目

事 業 名

令和５年度

当初予算額

令和５年度

最終予算額

令和６年度

当初予算額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 特定財源 一般財源

一般会計繰出金

（就農支援資金

助 成 事 業 )

11,944 11,944 9,306
(越) 5,962

(諸) 3,344

１ 事業目的

新規就農者を確保するため、農業経営を開始する際の機械購入、施設の設置等を行う認定就農者

に対して行った、無利子貸付金の償還等の管理を行う。

２ 事業内容

就農支援資金の貸付事業に必要な資金として一般会計より繰入れていた県費の繰出しを目

的とし、国への償還金に対する県費（財源の１／３）を一般会計へ操出す。

３ 根拠法令等

農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律

第４条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法

４ 創設年度

平成７年


